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子ども た ち によ るも う一 つ の サ ミ ッ ト

「 こども環境 サ ミッ ト札 幌」

札 幌市 で は、6 月2 7 日～ 2 9 日ま で環境 問題 を テーマ に した 「こ

ども環境サ ミッ ト」が開催され、世界 10 カ国の子 どもたち延べ

1 0 2 人が参カロし、環境問題 について議論を行 った。最終 日には、

「こども環境サミット札幌 宣言書～地球の未来へ、いま、僕たち、

私た ち にできる こと～」 と題 した宣 言 を採択 した 。

このサミッ トは、7 月に行われた北海道・洞爺湖サミッ トに合わ

せ、環境首都宣言を行っている札幌市が中心となり組織された実行

委鼻会が開催したもので、その 目的は、地球温暖化をは じめとする

環境問題への取り組みについて理解を深め、子どもたちの意見をサ

ミッ トに出席 する各 国首脳 に届 けよ う とい うも ので あ った 。

小林 勇 樹 （札幌市子どもの権利条例制定市民会議）

サミッ トは、子 どもたちの自主的な参加を尊重 し、想いや願いを

大切にする形で行われた。その柱となるのが、最終日に発表する宣

言書を作成するために行われた6 国のワークシ ョップである。

宣言書の文案は、あ らか じめ、基礎となるものを大人の実行委貴

会では作 らず、各国の子どもたちが自国の環境問王琶に関する レポー

トを持 ち寄 り、そ れを もと に 「今 、で きる こと」 を話 し合い 、取 り

まとめ られた。具体的には、最初に、海外 10 力国と日本国内の主

要都市の抱える環境問題の実情を報告が行われた。中国の子どもた

ちは、審陽の渾河の水質改善の取り組みについて発表し、韓国の子

どもたちは、大田市の自転車通勤の取 り組みや朝鮮戦争によって焼
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失した森林を回復するための植林事業を紹介 した。

日本の都市の取 り組みとしては、京都の子どもたちの報告が注目

され る。 京都 で は、 6 月 2 2 日に京 都 ジ ュニ ア環 境サ ミ ッ トが 開催

され、以下のような京都行動アピールを採択 し、京都市副市長に手

渡した 。

1 ．水を大切に使います

2 ．電気やガスなどのエネルギー源を無駄遣いしません

3 ．‘もったいない－の精神を行動に移 します

4 ．D o  y o u京都？環境にいいことしていますか？を発信して

いく

5 ．環境についての学習を進めます

行動アピールには、地球温暖化防止のための京都議定書を踏まえ

なが ら、「D o  y o u京都？環境にいいことしていますか？を発信し

ていく」と、子どもたちか ら出された表現がそのまま活用されたも

のとな ってい る。

続いて、こうした報告をもとに宣言文の作成が行われた。このと

き、子どもたちの報告や意見を大切にする観点から環境計画学を専

門とする小林三樹氏（藤女子大教授・ 博士）がオーガナイザーとし

て子どもたちをつなげる役割を担い、宣言の核となるキーワー ドを

次の よ うに抽出 した。

〔 抽出 された キー ワー ド〕

・ 緑化・植林

・ 温暖化の抑制

・ エネルギーと水の節約

・ 周囲の環境の改良と廃棄物の適切な取り扱い

・ 交通問ま琶

・ 限 られた環境の中で ライフスタイルをどのよ うに変え ていくか

・ T h in k G10bal，Act LocaIly～グローバルに考え、ローカル

に行動する～

これ らキー ワ ー ドをも と に、子 ども たち は 、 1 0 の グル ー プに分

かれ、テーマにある「今、私たちにできること」を中心に、グルー

プごとの宣言文を考えた。この とき、どの環境問題を選び出すか、

何が できる か とい うことはす べて子 ど もたち の手 にゆだ ね られ、 白

熱した議論が展開された。このあと、小林氏と実行委員会による案

のと りまとめ が行わ れ、 それ らを も う 1度 、子 どもた ちの 中で 検討

し、最終的な宣言文が決定された。

宣言文は、サミット最終日に鴨下一郎環境大臣 （当時）や上田文

雄札幌市長も出席する中、発表された。その内容は、まず、前文に

おいて、

「未来の地球環境を守るために、できるだけ無駄を減らし生活

習慣を改善します。

地球環境を守るためにエコの心で自然を感 じること、エコの目で

自然 を見る こと、エコの手で 自然を大切 にす ることを約束 します。」

と、子 どもの視点 か ら環 境 にやさ しい取 り組 みを してい くもの とな

つている。そのうえで、「二酸化炭素の排出を減らします」「緑を大

切に します」な ど、 5 つ の 「今 、僕 たち 、私 たち にで きる こ と」 を

掲げ、最後に、

「人間と生物が共生できるきれいな地球にするために、私たちは

ここで学 んだ こと、みん なで つ く り上 げた考 え方 を、身近 な人 か ら

世界のみんなへ伝え、共有 します。」と、サミッ トへの参加を通 じ

』

深めた ことを形 に した。 宣言 では 、参加 した子 ども たち 自身の
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環境への想いを形に し、伝えることの重要性が強調された。特に、

前文の「エ コの心 で 自然 を感 じる こと 、エ コの 目で自然 を見 る こと、

エコの手 で 自然 を 大 切 にす る こ とを 約束 しま す。」 とい う表現 は、

大人が思いつかないオ リジナルな表現であり、子どもたちが学んだ

ことや生 活 を通 じて感 じた ことが ワー クシ ョップでの議論 を通 じて

共有され、深化し、重層構造的に膨 らんでい ったものといえる。

さらに、宣言には盛り込まれない、子どもたちの個々の環境問王琵

への思いも大切に しようと、メッセージフラッグヘの記入も行われ

た。これは、子どもたちが自分自身の環境行動宣言を、自分の母国語

で寄せ書きした大きな旗である。子どもたちの意見を漏らすことなく

生か していこうという実行委員会の姿勢を読み取ることができる。

サミ ッ トで は、 このほ か、 アル ピニス トの野 口健 氏 による講 演や

札幌市の 子 ども会な ど との 交流 を 目的 と した フ レン ドシ ップパ ーテ

ィー、環境省による赤い地球儀セレモニー Iも行われた。野口氏は、

5 国のヒマラヤ清掃登山や毎年実施 している富士山清掃登山のきっ

かけや取り組む様子について報告 し、グローバルな視点か ら地球環

境の課題を投げ掛けた。

サミ ットを振 り返 った上田市長は、「大人は、子どもたちが自分

の意見をきちんと言えるような環境（十分な情報提供と考えを議論

する場の設定）を作っていく必要がある。」とした上で、「そのため

の大人 の役 割 とは、決 して子 ども にわ がま まを認 める とい うこ とで

はなく、子どもにとって最も良いことは何か考え、成長段階に応 じ

た理解を進めるため意見をまとめることができるように適切な助言

をす る こと」 と述 べ た。 さ らに 、「子 ど もが 自分 で どん どん意 見 を

言え るよ うにな る ことは成長 発達 段階 にあ る子 ども にと って 、 自分

を形成 して い くとい うとて も重要 な ことなの です 。子 どもの 権利 条

約の意見表明権はまさに、子どもの成長発達する権利の重要な一内

容と して これを保 障 しよ うとする もの です」 と、 サミ ッ トの 取 り組

みが子どもの権利条約に基づく子ども参加の実践であることを強調

した け。市長の発言か らは、子どもの参加する権利や意見表明権に

関する 理解 と、 これ ら権 利 を重 視 し、具 体化 しよ うとす る意 欲 を書売

み取ることができる。札幌市は、子 どもの権利条例の制定を目指 し

ており、同条例の制定に向けて積極的にリーダーシップを発揮しよ

うとす る狙 いがあ る とみ られ る。

札幌市の子ども参加型の環境問題への取 り組みはこれだけにとど

まらな い。た とえ ば、 エコ ライフ レポー トとい う取 り組 みが その典

型例である。これは、子どもを含む市民が、四半期ごとに発行され

る「エ コラ イフ レポー ト」 に基づ いたエ コ行動 （環境 に配慮 した行

動）を継続 し、その行動によってC 0 2削減量の試算値を算出 し、同

程度の圭を【吸収・ 貯蔵できる樹木の本数に換算 して 「エコライフの

森」として植樹する取 り組みである。子どもたちも学校等を通 じて、

環境問5題の解決のために、自分のできることを考え、自主的に参加

してい る とされる …。

サ ミ ッ トに参カロした子 ど もたち は、早速 、 自国で小 さ な取 り組み

を始めているとの報告もあり、サミットのメッセージが確実に世界

に広 ま って

いる よ うで

ある。

一方、こ
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省の 主催 によ る 「J 8 （ジュニア ・エ イ ト） サミ ッ ト」 も7 月 1 日～

1 0 日、北海道千歳市で開催された。これは、G 8 サミットで議論され

ることは子どもたちにも大きな影響を与えることから子どもたちの

視点 で話 し合 お うと い うも ので 、 2 0 0 5 年 か らス ター トした 取 り

組みである。サミットには、ユニセフが主催する国内選考コンテス

トなどで選ばれたG 8 各国と開発途上国の 14 ～ 1 7 歳の 3 9 名の子

どもたちが参加 した。（り 気候変動、（2 ）貧困と開発、（3 ）H lV ／

エイズなどの感染症を含む国際保健の3 つをテーマに話 し合い、そ

の成 果は 、千 歳宣言 と これを補完 す る若者の ア クシ ョンプラ ンと し

て作成された。

この うち 、ア クシ ョンプ ラン は、J 8 史上 初の 試 み と して、若 者

として何ができるかを話 し合い作成 したものであり、環境問題につ

いては次のように記述がなされている。

環境問題に取 り組む子どもと若者 ：より効果的な技術を見つけるた

めの手伝いを若者がするべきです。進歩を確認するために、学校や

組織間でのコンテス トを奨励するのもひとつの方法です。このコン

テス トは、例 えば グ リー ン技術 を作 り出 した り、よ り効果 的な指 導

方法を見つけ出すなどの内容が考え られます。

こども環境 サミッ ト札 幌 宣言暮

プ ラ ンは、 こども環 境 サミ ッ トの成 果 も踏 まえ 、子 どもた ち 自ら

が環境問題への取り組みの進捗状況を確認するためのコンテス トを

実施するとする具体的かつ踏み込んだ内容のものとなっている。

2 つのサミ ットの宣言文は、各国が自国の利益を主張 し、具体的

な成果に乏 しかった洞爺湖サミ ットとは対照的である。子どもたち

は自国の環境問題の深刻さを真筆に受け止め、それをほかの国の子

ども たち と共 有 しあ い 、解決 に 向け 、「でき る こと」 を む しろ積 極

的かつ 自律 的に考 えて い こ うと してい る。 こ う した動 きが 、 自由に

安心 して自分を表現できる場から生まれたことは興味深 く、大人が

環境問題をはじめ、さまざまな社会問題について話し合 う際にも多

くの示 唆を与 え ている とい える。

子どもが支援を受けながら、学校や行政を含む自分の環境にアク

セスし、そのあり方について考え、討議する機会を通 じ、匡懐 や社

会を コ ン トロ ール し、変容 さ せて い く力 を獲得 してい くこと こそ 、

子ども参カロの要をなすと考える。今後、札幌市でも宣言を生かし、

子どもの参加を重視 した環境問王琶への取 り組みが期待されると同時

に、日本政府もJ 8 サミ ッ トを通 じた成果を踏まえた政策の立案と

実施が強 く求められる。

～地球の未来へ、今、僕たち・私たちにできること～

地球温暖化を防ぐために行動 します
そして環境 にやさ しい生活 を します

未来の地球環境を守るために、できるだけ無駄を減 らし生活習慣を改善します。

地球環境 を守るため にエ コの 心で 自然 を感 じる こと、エ コの 目で 自然 を見 るこ と、 エコの手 で 自然 を大切 にする ことを約束 します 。

二酸化炭素の排出を減らします
二酸化炭素の排出を減らすため、資源は必要以上に使いません。
自弄蕉エネル ギーをで きるだ け利用 します。

緑を大切 に します

森林破壊の 原状につ いて矢口り、伝え ます。

森を守り、森林資源を大切にするため、紙の分別・ リサイクルなど3 R を心がけます。

植物を植え、大切に育てます。

水を大 切に します

水の大切 さと価値 を矢口り、水 を節約 して上手 に使い ます。

水資源の限界を意識 して、工場などから出た排水をできるだけキレイにするように働き訓 ナます。

エネルギーを大切にします

部屋に人がいない時は電気を消します。

ガソ リンや灯油 や電気 な どの 消費量 を減 ら します。

自然のエネルギーを活用します。

ごみを減 ら します

ごみを減らすために、自分の持ち物は最後まで大切に使います。

本当にそれは必要か買 う前によく考えます。

食べ物を大切にし、無駄にしません。

最低限の包装の製品を買います。

古いものを大切にします。

再利 用や リサイクル を呼びか けます。

世界のみんなに伝えます
人間と生物が共生できるきれいな地球にするために、私たちはここで学んだこと、みんなでつくり上げた考え方を、身近な人から世界

のみんなへ伝え、共有 します。

私 たち は、「こども環境サミ ッ ト札幌」で、「今、でき ること」について自分 たちで考えま した。そ して行動 してい くことを ここに誓 います。

地球の未来 が今よ りさ らに素 晴 ら しいもの になるた めに、大人 の皆 さんも私 たち とともに考 え、そ して行動 して くだ さい。

2 0 0 8 年6 月 2 9 日 こども環境サミッ ト札幌参加者一同

【 参考】 日経B P ECOジャパンHP：http：／／WWW．nikkeibp．co．jp／Style／eco／event／080715＿SaPPOrOOl／

http：／／W W W ．n ikke ib p．c0．jp／S ty le／e c o／e v en t／0 8 0 7 2 2＿Sa P P O「0 0 2／
J 8 サ ミ ッ トH P ：h t t p：／／W W W 山 n ic e f．0「．jp ／j8 ／

こども環境サミッ ト札幌実行委異会H P ：http：／／w w w ．c ity ．s a p p o「0 ．jp ／ka n kyo ／e ve n t／2 0 0 7 ／C S m m it／in d ex ．htm l

こども環境サミ ット札幌 実行委員会 rこども環境サミッ ト札幌 ガイ ドブ ックJ （2 0 0 8 ）

1丁‾東面 ラ動の実践を呼び掛けるリレーイベン トで、環境省チームマイナス6 ％主催 したものである。リレーで回つた各地で、温暖化が進んだ地球をイメージ した 「赤い地球儀」

に、地球温暖化防止への願いを込めた青いシール を貼り付けてもらうことで 「青い地球」に塗 り替えてい く。

ii） 札幌市長のH P か らの引用。なお、同H P に市長のサミッ トに対するコメン トが寄せ られている。

http：／／Ⅵ洲 ．City．sappo「0．jp／City／m ayo「／Citizen／h2 00 7 0 1．htm l
iii）さっぽろエコライフ市民運動の取 り組みは、以下のH P を参照されたい。

h tt p ：／／W W W ．C it y．s a p p o「0 ．jp／k a n k y o ／0 n d a n k a／e c o s川 m in／in d e x ．h tm I

写真提供 ：札幌市環境局
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l l ′ 痍重要畢

子どもの権利条約 フォーラム2 0 0 8 in みえ

■開催 日程 1 1 月2 3 日 1 3 ：0 0 ～ 2 4 日 1 6 ：0 0

1 会 場 三 重県庁講堂 津市 アス ト津 （みえ県民 ボランテ ィアセ ンター、アス トプラザ ）

丁参 加 章 子ども （ 18 歳未満） 無 料 大人 2 0 0 0 円 ※分科会によ って別途参カロ責が必要です。

今年の 「子どもの権利条約フォーラム」は三重県で開催します。実行委員会では、テーマを基に「子どもの参加・ 参画グループ」「子

育ち支援グループ」「声グループ」「エンパワメン トグループ」と、「鈴鹿地域会議」「津地域会議」「松阪地域会議」を持ちながら、地域

での草の根的活動を広げながら、当日にむけて、企画を準備 しています。

＜ ≡圭県開催のテーマ＞

（》人権意識を深める機会に

（む 子 どもの権利条例 づ くり

③ 子どもの参画

【 子育ち支援グループ】

地域の活動の中で感 じていることは、子育て・子育ちに関わる大

人が「権利」を自分のものにしているか否かで、子どもや子どもを

育てている親への対応がずいぶん違 うということです。

「権利」を特別に取り上げるのでなく、日々の生活の中で子ども

に向かいあう時に、子どもを一人の人間として尊重できるか。「子

どもは自 ら育 つ力 を持 って いる」 とい うこ とを、子 ども に関わ って

いる大人と育児中の親へ発信していきます。

【 子どもの参加・参画グルl プ】

今は鈴鹿・津・松阪の地域でユースの集まりを持 っていますが、

これを三重県内へ広げていくことを提案 していきたいと思っていま

す。そして当日は、そのユースや子どもたち自身が、自由に企画で

きる空 間と時 間を用意 します。

また 「子 ども サミ ッ ト」で は、 パネ ラー と して参 画 してきた ユー

スとフ ァシ リテ一 夕ーの 5兵田進士 先生 と相談 しな が ら、 当 日の 進め

方を決めていきたいと思 っています。

【 エンパワメン トグルー プ】

人間は皆、本来力を持 っており、自分の可能性を自ら伸ば してい

くもので す。 しか し外 部か らの プ レッシ ャー や圧力 な どで、 その力

が発拝で きない 子 どもが多 くな ってき てい ます。「工 ンパワ メン ト」

とは、自らがその力を発揮することですが、それには他者か らの支

援の吉葉や態度が必要な場合が多々あ ります。

この 「工 ンパ ワメ ン ト」 とい う ことを多 くの方 に理解 して も らう

ため に、当 日は、体験 す る場を設 け ます。 また、 工 ンパ ワ メン トの

ワー クシ ョップや トレーニ ン クを受 けてい る子 どもたち が 、企画運

営する 「ワー クシ ョップ」 の場 や、新 しい手 法 による 「エ ンパ ワメ

ントワー クシ ョップ」 も用意 できる よ う、準備 を進め ています 。

【声グループ】

当 日参カロできな い子 どもた ちの声 を、様 々な手 段 を使 ってた くさ

ん集め、普段どのような気持ちで暮らしているのか、自分の「権利」

旺
いて知っているのか、考えたことがあるのかなど、できるだけ

子どもの権 利 条約 第 93号 ・2 008 年 9 月 15 日号

多くの子 どもたち の声が 、大 人た ちに届 くよ うに したい 。

また 、「オ レン ジ リボ ンツ リー・ コン テス ト」 を行 い 、「虐待 」の

啓発も行っていきたい。

【 地域会読】

鈴鹿・津・松阪では地域会議も開催されてお り、鈴鹿では鈴鹿市

教育委員会とN P O が「外国にルーツを持つ子どもたちの集まり」を

持ち、第 1回は2 5 人の参加者があり、その中の高校生がリーダーに

なって、中学生が普段の生活のことや、悩みなど窄話 し合いました。

津地域では、津市の子どもの権利条例づ くりへ向けて、どのよう

に子 どもたち の意見 を反 映 して い くか、ユ ースの 集 ま りも並行 して

持ちながら、行政職員とN P O が話 し合いを重ねています。

松阪地域では、地元の短大や地域のN P O と協働 して 「子育て応援

フェスタ」を開催 しなが ら、行政職員も含め、将来の子どもの権利

条例づくりへの展開を探っています。

このほか、桑名市や四日市市の N P O が自分の地域で、ミニフォー

ラム や 「自己尊 重 トレー ニ ンク」 を企 画 して お り、 1 1 月2 3 日 ・

2 4 日にむけて、三重県内各地域で 「子 どもの権利条例」の機運が

高まるよ うな動き があ ります。

■全体会内容

1 1 月 2 3 日 （日） 1 3 ：0 0 － 1 4 ：3 0

オープニング全体会（三重県庁講堂）

・開会挨拶他（三重県知事、津市長、実行委異長他）

・ バ ン ド演奏 （三重 に フ リー スクー ル を作 る会 ） フ リー ス クール三

重 シュー レの ユースた ちがオー プニ ンクを飾 ります。

・基調講演（子どもの権利条約ネ ットワーク代表 喜多明人民）

・子どもサミッ ト（独立法人福祉医療機構長寿・子育て・障害者基金

助成 事業 「チ ャイル ドライ ツプ ロジ ェク ト2 1事業 」） 三重 県の ユ

ー スたち が 自分 の思 いを発 信 します。 フ ァシ リテ 一 夕ー ：5兵田進

士氏

※交流会 （ 1 8 ：0 0 －2 0 ：0 0 アス ト津 3 F交 流スペ ース ）は 、オ レン

ジ リボ ンツ リー コ ンテス ト他全 国か ら集ま った方 々 と楽 し く交 流

します。国際色豊かな料理でおもてな し致します。

1 1月 2 4 日 （祝 ） 1 5 ：0 0 － 1 6 ：0 0

エ ンデ インク全体会 （アス ト津 5 F アス トホー ル）

各分科会等の報告や子どもの発信、フォーラムでの到達点をご報

告致 します。



■分科会・ コーナー・ 同時開催 （現在検討中の分科会もあ ります、ご了承ください。）

■お問い合せ

（ 事務局）第 16 国子どもの権利条約フォーラム 2 0 0 8 inみえ実行委員会 事務局「チャイル ドライン24 」実施組織

〒5 14 －0 1 2 5 津市大 里窪田 町2 7 0 9 －1 T E L＆F A X ．0 5 9 －2 1 1－0 0 2 4 E－m a‖：jis s h i＠c h i旧Iin e 2 4 ．n e t

「子 どもにやさ しいまちづ く り」へ の

取り組 み と フ ォー ラ ム開催 の意 義

田部 眞樹 子（子どもの権利条約フォづム2008i佃え実行委員長）

「子どもの権利条約フォーラム」は、昨年度三重県で行われた

「日本子ども虐待防止学会第 13 国学術集会みえ大会」での取 り組み

の段階から、延長上に位置づけて準備を進めて参 りました。

なぜなら英語で「不適切な扱い」という意味を持つ虐待と呼ばれ

る暴力行為は、子どもの権利侵害の現場にほかならないと思ってい

るか らです。

私たちは同時に「子どもの権利条約フォーラム」を一過性のイベ

ントに終わ らせず、権利醸成を計る意識改革と社会整備に進ませる

手段と して、2 0 0 8 （平成2 0 ）年度 N P O からの協働事業提案に

「県と市町及びN P O との協働による市民 （子どもを含むすべての市

民）参画型子どもの権利条例づくりを通 した子どもにやさしいまち

づくり推 進事業」 で応募 して採択 され ま した。

2 0 0 3 （平成 15 ）年度に採択された協働事業提案が「チャイル ドラ

イン2 4 」実施組織とい うネ ッ トワークを誕生させ、その「チ ャイル ドラ

イン2 4 」実施組織が提案団体となって、今回は条例づくりに挑みます。

目下、県こども局こども未来室と教育委員会事務局人権同和教育

室、県生活・文化部男女共同参画・ N P O 室、そして津市、松阪市、

鈴鹿市（予定）の市町の子ども関係部局の職員と共に公開検討会に

入つてお り、次年度の動きの土台になる報告書を、今年度中に作成

する見 通 しまでが立 った と ころ です。

公開検討会に参加 しているそれぞれの行政には、それぞれの異な

る事 情が あ り、条 例づ く りに対 しても 、そ こに至 る姿勢 も取 り組み

のあ り方 もー様 ではあ りませ ん。 しか し少な く とも県 と津市 では平

成2 2 年度 を 目処 に して、そ れな りの形 にな る ことが考 え られ ます 。

そして、両行政とも作成の段階で子どもたちがかかわ り、子どもた

ち自身の手 による条例づ くりの道 筋をつ けて います。

昨年度三重県で開催された 「日本子 ども虐待防止学会第 1 3 回学

術集会みえ大会」の実行委員会へ準備会か ら参画 し、虐待を研究者

だけの もの とせ ず、又 決 して特別 な ことで はな く、 日常的 に起 こる

身近な問題と世間に認識 してもらうために、市民実行委員会を立ち

上げ中心を担ってきた三重県子どもN P O サポー トセンターからも、

平成2 0 年度は協働事業提案をして採択されました。

それは、県の中勢児童相談所と津市子 ども総合支援室、当センタ

ーの≡者が協働 して一年近い試行期間を経た事業で、 しかも北勢児

童相談所が庁内で職員提案をしており、県三役に担当職員がプレゼ

ンテー シ ョンを して 、結 果 「ポ ッ」 にな って しま つた 、とい う実 は

日く付きの事業です。

そんな訳ありの事業を、なぜあえてN P O からの協働事業提案とし

たのか…。そもそも庁内でボツになった理由は、子育て支援に関する

県と市町の仕事が、単純な云い方をすれば虐待の場合、重度は県、軽

度は市町に棲み分 けられて いる ことに由来 して いたよ うなのです。

しか し、 子 どもが育 つ現場 に棲 み分 けは考 え られな いと ころか ら

私たちは、現協働相手の津市と中勢児童相談所及びそこが管轄する

もう一つの市、松阪、県生活・文化部男女共同参画・N P O 室、そ し

て県こども局 こども家庭室とで「地域の子育て文化創造力を活用 し

た要支援家庭の子育て応援事業を通 した子ども支援の地域づくり事

業」の公開検討会に入っています。

この事業は、通報を受けて要支援にな った子どもの内、軽度とみ

なされる保育園児 （津市内）の見守 り（モニター）事業で、行政が

手いっぱいの部分を市民 （N P O ）が単に担うことではなく、連絡や

会議を密に行い、三者で情報共有をして子どもの状況改善に責任を

持ち合 っていくための協働で、いずれは見守 りを超えた子どもへの

関わり、そ して家庭への関わりのことや、幼稚園、小学校へも広げ

ていく可能性をもっています。

子どもの権利集約 第 93 号・ 2 008 年 9 月 15 日号

』

①子どもサミット 1 1月2 3 日 （日） 15：0 0 ～17 ：0 0 「チャイル ドライン2 4」実施組織

②エンパワメント・ワークショップA ・B ・C 1 1月2 4 日 （祝） 9：3 0 ～14 ：3 0 実行委具会工ンパワメントグループ

③子どもの権利条約入門ワークショップ 1 1月2 4 日 （祝） 9：3 0 ～14 ：3 0 子どもの権利条約ネットワーク

④ワークショップ「カンボジアの子どもたちと子どもの権利条約」1 1月2 4 日 （祝） 9：3 0 ～14 ：3 0 国際子どもの権利センター ・シーライツ大阪事務所

⑤ユース企画 1 1月2 4 日 （祝） 9：3 0 ～14 ：3 0 津子どもN P O センター

⑥「親が変わる ・教師が変わる ・これが出発点」 1 1月2 4 日 （祝）　 9：3 0 ～1 1：3 0 アドラー心理学学習グループ

⑦チャイル ドライン夢メッセージ展 1 1月2 4 日 （祝）　 9：3 0 ～14 ：3 0 チャイルドライン支援センター・「チャイルドライン24」実施組織

⑧子育ち支援プログラムⅠ 1 1月2 4 日 （祝）　 9：3 0 ～1 1：3 0 実行委員会子育ち支援グループ

⑨子育ち支援プログラム： 1 1月2 4 日 （祝） 12：3 0 ～ 14 ：3 0 実行委員会子育ち支援グループ

⑩学童保育からみえる子どもの状況 （仮） 1 1月2 4 日 （祝）　 9：3 0 ～ 1 1：3 0 （津市学童保育連絡協議会）

⑪子どもの権利条例づくり （仮） 1 1月2 4 日 （祝） 9：3 0 ～ 1 1：3 0 実行委貞会

⑫子どもと向き合う大人のための講座 （仮） 1 1月2 4 日 （祝） 12：3 0 ～ 14 ：3 0 実行委異会

⑱子どもの広場 1 1月2 4 日 （祝） 9：3 0 ～ 14 ：3 0 実行委員会子どもの参加 ・参画グループ

子どもの声 ・団体ブース、展示コーナー 1 1月2 4 日 （祝） 9：3 0 ～ 14 ：3 0 実行委員会声グループ

⑭同時開催企画 「里親子講演＆シンポジウム」 1 1月2 4 日 （祝） 12：3 0 ～ 14 ：3 0 主催：≡重県
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（ N PO 一県児相・市）

子育てや虐待に関する問題は、今や行政だけでは抱えきれない状

況で、県内どの地域でも大差あ りません。

子育ては、苦から地域の中での支え合いっこ、迷惑のかけ合いっ

こでされてきま した。であるなら、子育て支援を行政だけのものに

せず協働という協力体制によって、市民（N P O ）が担う部分がある

のではな いか。 これ は、チ ャイル ドラ イ ンか ら児童 相談 所 までの 間

に私たち市民 （N P O ）の「できること」を模索し続けてきた思いが

一一つ のかたち にな った と受け止 めて、取 り組ん できま した。

今回の事業提案は、試行中のモニター事業を元に組み立て られて

いますが、それはあくまでも子どもたちが安心して安全に豊かに育

ってい くため に必 要な 地域 でのネ ッ トワー クづ く りの手 段 にすぎ ま

せん。検討会の中でも様々なツール、例えば「こんにちは赤ちゃん」

事業 のことな ど話 しが 出されて います 。

モニター事業を通 して私たちが痛感 しているのは、特にネグレク

トと呼ばれる虐待に関 しては、虐待以前 「子育てができない」 と整

理しても 過言 ではな い と思 うく らいです 。子 どもの 育て 方 がわか ら

ないのだと感 じています。その人たちにとって必要なの は子育て

（ 子育ち）支援なのです。

核家族化や地域社会崩壊の中で、子育て文化が継承されず結果的

に孤立 した子育てになって しまっている現状です。

提案事業は、そこへのアプローチです。公開検討会での話 し合い

では、当事 業 を市町 に対 し県 か ら取 り組み を指 し示 せる内 容 につ く

り上 げ 「モデル 事業」 とす る ことを一 つの 目標 に してい ます。 と同

時に「モデル事業」の協働相手は個人ではなく、組織 （市民）であ

ることの重要性も語 られています。当事業は守秘義務を負 うもので

あり、事業に携わる人へのケアが、組織的なシステムによって初め

て保障されることは、試行する中で行政、市民 （N P O ）の双方に十

二分に認識しています。

とは云うものの協働するに足る組織は皆無に近 く、行政が現在持

っているネ ットワークの一部でも機能させる方法は ？又、県や市町

主催の人材育成講座の卒業生の組織化は ？などなどを出し合 ってい

ます。

何 かを したい と思 った り願 った りしてい る人た ちの殆 どが、実 は

バラバラの個人。感 じてはいま したが、今更ながら組織を作り運営

をして継続させることは課題なのだと再認識です。しかし、宇をこ

まね いて いて地域 の ネ ッ トワー クづ く りは実 現 しませ ん。話 し合 い

を一つひとつ具現化 して、モデル事業実施の現場づくりを し、子ど

もにや さ しい まちづ くりを実現 していき たい と思 って います 。

カンボジアの子 どもの商業的性的搾取とその取 り組み

甲斐 田 方 智 子 （〔特活）国際子ども権利センター代表理事）

カンボジアの子どもの性的搾取

2 0 0 6年、6 歳の少女スレイが買春宿から救出されま した＊。彼女

は5 歳の時に自分の両親によって買春宿に売られ、すでに言葉には

できな いほ どの つ らい トラウマ に悩 まされ てい ま した 。ス レイを 買

春宿に売 り渡すことによって、両親がどれだけの収入を得たのかは

っき り して いません 。 1 0 0 ドル の場 合も あれ ば、 1 0 ドルの場 合 も

あるからです。救出される以前、スレイは、売春あっせん人やセ ッ

クス ツー リス トによ って性 的搾 取を受 ける 辛い 日々を何 ケ月 も強 い

られて いま した。次 か ら次 へ と別の男 に まわさ れ、言 いな りにさ せ

るため に麻薬 を打た れる ことも よ くあ った とい います 。カ ンボ ジア

のプノンペンという巨大で数百万 ドルの性産業の中心地で彼女は商

品として扱 われて きたので す。

カンボジアの性産業の正確な数をつかむことは極めて難 しいので

すが、少な くとも5 0 ．0 0 0 ～ 1 0 0 ．0 0 0 人の女性や子供が関わつて

ぱ
とされて い ます。 国連 による と、プ ノンペ ンで働 くセ ックスワ

子ど もの権 利 条約 案 93号 ・2 008 年 9 月 15 日号

一カーの約3 0 ％は 18 歳末満と推定されていますが、この問題で活

動している人 々の 間で は実 際の数 値は これよ り高 いだ ろ うと推測 し

ています。米国の国務省によると、世界では10 0 万人を超える子ど

もたちが国際的な性的搾取のための人身売買に巻き込まれています

が、カンボジアは子どもの人身売買の送 り出 し国であ り、受入国で

あり、また、経由国とな っています。一日5 0 円以下で暮 らさなけ

ればならない人々が数百万人もいる貧困の中で、子 どもたちは親に

よって性 産業 に売 られ て しま うことがあ るので す。

観光客の流入、取 り締まりの弱さ、日本人のかかわ り

カンボジアで子 どもが買春に巻き込まれるようにな った原因は、

貧困以外にいくつもあります。一つには、内戦が終結 し、平和の訪

れととも に、多 くの 観光客 が世界 遺産 のア ン コー ル ワ ッ トを見 に く

るよ うにな った こ とが挙 げ られ ます 。その 観光客 に混 じってセ ック

スツー リス トも訪れ るよ うにな った のです が、彼 らの 中 に、子 ども



を性的搾取するために訪問する人が現れたのです。そ してなぜそ う

いう人 がカ ンボ ジアに くる よ うにな ったか とい うと、 カン ボジ アで

は、ほかの国と比べて、法律が未整備であ り、警察や役人による汚

職が はび こつて いるた め、子 ども を買春 した り、 子 どもポル ノ をつ

くった りす る人 に対す る取 り締 ま りが弱 い とい うこ とが挙 げ られ ま

す。簡単に子 どもを性的搾取できるだけでなく、万が一警官につか

まって もわ いろ を払え ば逃 げ られ る とい う情 報が そ うい う人 たち に

伝わっていったのです。

大変残念なことに、こうした情報が日本で子どもを狙 っている人

の間にも伝わり、カンボジアにや ってきて子どもを性的に搾取する

日本人もいます。2 0 0 1年 1 2 月には、「子ども買春・子どもポルノ

禁止法」によってカンボジアでべ トナムの少女を買春 した日本人が

逮捕されたのを初めとして、数人の日本人男性が子ども買春・子ど

もポル ノの罪 に よ って 逮捕 されて います が、 こ う した こと はな くな

つて いませ ん。以 前 と比べて 、法 によ る取 り締ま りも厳 しくな って

きて いるの です が、今 でも 、イ ンターネ ッ トでカ ンボ ジアの 子 ども

を買春 したことを自慢げに話す人がいます。また、子どもポルノを

撮影する日本人も後を絶たないようです。

侵害されている子どもの権利

カンボジアでは、ブローカーに騙され人身売買されて子ども買春

に巻き 込ま れる子 ども が多 くいます 。年 齢 にもよ ります が、親 が子

どもにいい仕事を紹介すると言 って騙される場合もあれば、町でパ

ーテ ィーがあると親戚や近所の叔父さんに騙 される場合 もあ りま

す。カンボジア国内の性産業に売られる場合もあれば、タイやマレ

ーシアまで売 られる場合もあります。国境を越えて売 られた場合、

逃げ よ うと しても パス ポー トがな いた め、「不 法入 国者 と して タイ

の警察に捕まってひどい目に遭う」と人身売買業者か ら脅されます。

また、マレーシアでは、見張りが監視するなか高層ビルの 1室に閉

じ込め られて いる ことも あ り、逃 げるの は不可 能だ とあ き らめて し

まう少女 たち も多い よ うです。 こ う して逃 げる こ ともで きず、 何人

もの 客 を毎 日と らざ るを えない 少女 たちの 中 には 自殺 を しよ うとす

る子 ど ももい ます。 また 、最近 は客 を とるため に ドラ ッグを無理 や

り飲 まさ れる子 ども たち も多 く、彼女 た ちの多 くは ドラ ッグ中 毒に

なります 。 この ため 、せ っか く救 出 して も ドラ ッグへ の依 存症 か ら

買春宿に戻 って しまう子どもたちもいます。また、性感染症 にかか

つている子 ど もも多 く、中 には救 出 された あ とにエ イズ を発症 して

亡くな って しま う少女 たち もいます。

このように、子どもたちには、本来、性的搾取や人身売買から保

護されている権利 （第3 4 条、第3 5 条）が保障されていながら、そ

れらの権利を侵害されているだけでな く、ほかにも多くの権利を侵

害されています。つまり、健康に生きる権利 （第2 4 条）、教育を受

ける権利 （第2 8 条）、休息 したり遊んだりする権利 （第3 1条）、経

5 斉搾取されない権利（第3 2 条）、麻薬から守 られる権利 （第3 3 条）

を奪われているのです。さらには、被害を受けていた子どもたちが

救出されたあと、心身を回復する権利 （第3 9 条）が実現されてい

ない場合も多く、カンボジアのように精神医療が進んでいない国で

は、カウンセリングを受けることもできずに深い精神的傷を負った

ままの子どもたちがたくさんいます。そ して、性的搾取 を受けた

r 被害者J であるにもかかわらず、身体を売ってお金を稼いだ悪い

女の子だというレッテルを貼 られて差別されたり、かつて住んでい

た地域社会から拒絶されることも多いのです。

N G O の取 り組 み

カ ンボ ジア には 、この 問題 に取 り組 むN G O がた くさん あ ります 。

一つは、子どもの性的搾取を防止する活動で、もう一つは、被害に

あった子どもたちを保護する活動です。

防止する活動として、H C C というN G O では、農村の子どもたち

に人身売買の手口を教えるだけでな く、子どもの権利を教えていま

す。農村では、貧 しい家庭の子どもたちが家計を助けるために子ど

もが出稼ぎに行かされる場合が多く、その過程で人身売買のブロー

カー に性産 業 に売 られて しま うこ とが多 くあ りま す。そ のた め、手

口をできるだけ子どもや親や教師など地域の住民に知 らせることが

大事です。 しか し、危険だとわかっていても、子どもを出稼ぎに出

す親がいます。このような場合、危険だから行きたくないと思 って

いても、親に従わなくてはならないと思っている子どもたちは、ブ

ロー カー につい てい って しま うのです 。そ こで 、子 ども は危険 な こ

とやさまざまな搾取から守 られる権利、教育を受ける権利、意見を

表明する権利などが条約で定め られていることを子ども 自身が知

り、それ を道具 と して使 うことが とても大 事 にな って きます 。H C C

では 、子 どもたち がそ れ をでき るよ うに し、地域 の リーダ ーに も子

どもの権利を理解 してもらう啓発活動を進めています。

そん なJ‡lうに して工 ンパ ワー されて 活動 して いるカ ンボ ジアの 高

校生の ビデオがあ りますので、ぜひ見ていただけたらと思います。

また、 こ う した取 り組 みを学 ぶカ ンボ ジア・ スタ デ ィツアー を国 際

子ども権 利 センタ ー （シー ライ ツ）は毎 年行 って います 。詳 しくは

ホームページをご覧ください。
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「 日野市子ども条例」制定

「権利」 と「健全育成」が混在

2 0 0 8 年 6 月 1 9 日「日野市子ども条例」が制定され、2 0 0 8 年7

月1 日に施行されました。条例の特徴と問題点を探 ります。

制定までの流れ

日野市民による「子どもオンブズ制度を求める会」が日野市議会

に請願を提出 （請願は 1 9 9 8 年に審議未了とな った） したのが

1．9 9 6 年で した。その後 1 9 9 9 年に生活者ネ ットワー クの議員が

「 子どもの人権基本条例」を提案 し、2 0 0 1年4 月の市長選挙で馬場

市長が、「子どもの権利条例」制定を公約し当選 しました。

2 0 0 1年 8 月 に市職 員 による 子 どもの権 利条 例 づ くりプ ロジ 工ク

トチ ー ムが 発足 し、 翌 2 0 0 2 年 7 月 に公 募 市 民 によ る お とな 会 議

（ 2 3 名）、子 ども会 議 （8 名）が スター トして 、本格 的な条 例づ く り

が始 ま りま した。

おとな会議は2 0 0 5 年 1 0 月に「子どもの権利条例 （案）」を市長

に提出し、2 0 0 6 年8 月には「子どもの権利条例」（素案）が公表さ

れ、パブ リ ック コメン トの募 集が行 なわ れま した。2 0 0 7 年 3 月 に、

パブ リ ック コメ ン トに対 する 市の 考え 方が示 さ れ、 2 0 0 8 年 6 月制

定、7 月施行の 運び とな りま した。

条例の特徴

素案の発表後、市長の与党である自民党が 「子どもの権利条例」

反対の声をあげるなど、紆余曲折を経ての制定 となりました。市民

が子 どもオンブズの運動を起こ してから実に 1 2 年の歳月を経てい

ます 。

条例制定までの特徴の一つが、とにかく時間がかかった事だと言

えると思います。時間の経過の中で日本全体に右傾化の声が高まり、

子どもの権利 に と っての 逆風 とな りま した。反 対 して いる 自民 党議

員との調 整に手 間取 り、更 に時間が かかる とい う結果 とな りま した 。

2 つ目の特徴は、議会との調整の産物 として「権利」と「健全育

成」が混在 した条例とな ったことです。当初条例そのものに反対 し

ていた議員達も、虐待やい じめなどで権利を侵害されている子ども

たちの現実は無視できず、権利そのものは必要だという認識に至つ

たよ うです。 そ こで権利 は残 した まま、 2 0 0 4 年 に制定 され た 「日

野市青少年健全育成基本方針」の考え方を随所に盛 り込んだ妥協の

産物となりました。大幅な修正がされて しまった背景に、生活者ネ

ットワー クの 議席 が無 いこ とがあ ると思 います 。「F子 どもの権 利条

例j を求める市民の会」は、条例の修正 （表是喜への 「権利」の復活

と、健全育成の削除）を求める陳情を提出しましたが、不採択とな

りま した 。

虹
つ目の特徴は、時間をかけたおとな会議の議論です。 3 年とい

子ど もの権 利条 約 第 9 3号 ・2 008 年 9 月 15 日号

出 沼 恵 美 子 （前日野市議会議員）

う年月をかけ実に 10 8 回の会議が開催されま した。当初「市民から

は意見 を聞 くだ け」 とい う行政 側の 意向 に対 し、 せ っか く関 わるの

なら条例 案づ くりまで や らせ てほ しい、 と有志 に よる起 草チ ーム を

つく り文案 づ くりを行な ったそ うです。

最終的に職員チームのつくった条例案 とす り合わせの作業を経

て、逐条解説までつくり市長に提出 したわけですが、市民の熱い思

いが「意見を聞くだけ、条例づ くりは市が行な う」と言っていた行

政を動かしたことは大変な評価です。

4 つ目の特徴は、大幅に加筆されたために葉肉だらけの条例にな

つて しまったという事です。例えば「子どもの権利」 と一言で言え

る所を 「子どもが持つ生きる権利や育つ権利、守 り守られる権利、

参カロす る権利 」 と何 度 も （条 例 中な ん と 1 6 回 り 繰 り返さ れて い

ます 。

「（生きる権利）第 12 条 （4 ）性格、趣味、好み、生き方などの

ありのま まの 自分を わか っても ら うこと。」 と、「あ りのま ま」の 内

容を 列挙 してい ます が、 これも余 計な こ とで す。「 rあ りの ままj と

言っても学校や勉強を怠けたり、わがままを言ってはいけませんよ」

と戒め ている よ うに も感 じます 。

条例の間l琶点

次に条例の問題点について述べます。

1 ．素案との比較においての問題点

素案との比較で気になる点は以下の 3 点です。

（ D 条例名から「権利」が抜けています。「子ども条例」では子ども

に関する何の条例なのか不明確であ り、「権利」を残 して「日野

市は子どもの権利を保障するまちです」という決意を宣言 して欲

しか った と思 います。

②前述 しま したが、全体にわたって健全育成の視点が大幅に書き加

えられま した。これでは「権利条例」なのか「健全育成条例」な

のかわかりません。健全育成を否定するものではあ りませんが、

健全育 成 は子 ども にど う育 って欲 しいか、 とい うお となの側 か ら

子 どもを見 た もので あ り、 一方子 ど もの 権利 はあ くま で子 ども 自

身に権利があることを保障するものです。視点が違うものを一つ

の条例に無理や り入れ込んだ「子ども条例」では、制定する意義

が不明確です。

③権利の濫用の禁止が明記されま した。第8 条「子どもの責務」 と

して 「子 ども は、自分を大切 にす ると ともに、他の人 を大切 に し、

基本的な社会のルールを守るよ うに努めなければな りません。」

と書かれています。ここで他の人の権利を侵害するような権利の

行使 （権利の 5監用）を禁 じているわけですが、条例ではさらに



「子どもの権利」第 1 1条 2 で 「権利の濫用はゆるされません」 と

明記 しています。権利を保障する一方 しつこく権利への制限が善

かれていて、「本当は権利なんて与えたくない」おとなの本音が

見え隠れ してい ます。

2 ．市民参加における問題点

また市民参加の点でも問題を感じます。

おとな会議のつくった案は、①市が作成 した素案と、②パブ リッ

クコメ ン トによ って修 正さ れた 条例 案 とい う2 つの 段 階を経 て 、内

容が書き換えられました。①おとな会議の案を受け取 って市が多少

の修 正 をする のはあ り得 ると しても 、（むパ ブ リ ックコメ ン トに よる

大幅な修正は納得いかないものです。

パ ブリ ックコメ ン トの意 見 を受け入 れて 修正 するの は当 た り前 の

事と しても、子どもの権利に関する条例をつくる、と言っていた趣

旨から大きく外れた修正では、条例をつくる目的や理念そのものが

変わってきます。条例の根幹に関わるような修正では、市の子ども

の権利に対する考え方が脆弱なもので しかなかった、と思わざるを

得ません。

今後に向けて

子どもの権利の内容自体は削除されなかった事が、大幅修正の中

では唯一評価できる点かと思います。市民が思いを込めて作ったか

らこそ と言えるで しょう。おとな会議で関わ った市民の一人 は、

「 おとなにとって画一的な≡理想の子どもにする育成ではなく、一人

一人の子どもを認めて大事にする育成を目指 したい」と言 つていま

す。制定されて しまったからには、素案に比べ後退 した内容とな っ

てしま った、「子 ど もオ ンブ スパ ー ソン」 の 設置 や 、ま ちづ くりへ

の子どもの参カロなど、進めるべき施策について提案をしつつ、実現

するよ う活 動 して いきた いと思 います 。

＜ お断 り＞

まちづ くり N P O であ る 「まち づ くりフ ォー ラム・ ひの」 が発 行

している会誌 「湧水」第7 0 号に掲載 した記事「r日野市子ども条例J

ができる」（筆者著）を一部転用 しました。

小杉町から射水市へ

「子ども条例」の成 り立ち

一射水市の誕生 と子 ども条例 の経過を中′むに－

＜ は じめに ＞

富山県にあった小杉町が 2 0 0 3 年 3 月に制定 した「小杉町子ども

の権利に関する条例」は合併により廃止され、2 0 0 7 年 6 月に「射

水市子ども条例」が制定されました。この子ども条例制定過程とそ

こでの課題を簡単につたえたいと思います。

射水市は新湊市・射水郡の小杉町・大門町・大島町・下村の 5 市

町村が合併を行い2 0 0 6 年 1 1月に誕生した新市です。2 0 0 7 年 6

月現在では人口9 4 ．8 6 1人です。ちなみに射水市の2 0 0 8 年4 月現

在の 18 歳未満人口は 17 ，0 3 8 人です。

＜ 射水市と小杉町の条例の内容 ＞

射水市と小杉町の二つの条例の中身について簡単に比較 したいと

思います。例えば条例の名称が小杉町は「小杉町子どもの権利に関

する条例」射水市は「射水市子ども条例」 と射水市では 「権利」の

文字がな くな っています。条例も小杉町時代の2 2 条から射水市で

は12 条にな りました。小杉町にあった前文が射水市では抜けてい

ます。現在 16 あると言われる全国の自治体の子どもの権利 に関す

る総合条例の中で、前文がないのは唯一射水市の「射水市子ども条

例」だけです。（条例内容の詳細については詳 しくは8 8 号もあわせ

てお読みください）

＜ 制定までの経過の比較＞
制定までの経過比較については、図表 1も参照 してくだ乱 、。小 …

杉町は足かけ4 年を超える年月をかけ条例を検討 しま した。射水市 童

宮 川 正 文 （法政大学大学院）

は1年で作成 したのです。いかに小杉町の経験があるとはいえ、極

めて短期間で射水市は作成しています。その理由は小杉町との制定

経過の違いに見 られると思います。小杉町は小杉町長の「町民の参

カロと意見、子ども達の参カロと意見を十分に組み入れてほ しい、過程

こそが大事である」とい う住民参加の考えがありました。実際に公

募の町民や小学校四年生から高校生までの子どもが条例の制定に直

接委員として携わ り、特に子 どもは公募で 3 6 名が参加 しました。

その子どもワーク会は制定までに2 3 回もの会議が重ねられました。

また子どもや 「町民からはいくつもの大切な指摘があった。そのよ

うな指摘は世話人会議で取 りまとめて、条例に反映させた」と聞い

ていま す。

対する射水市では小杉町と同じく条例を検討する委員の公募はあ

りま したが、会議回数は条例制定までの一年で僅か 9 回 しかあ りま

せんで した。射水市では合併協議会の約束で条例を作ったのですが、

会議を重ね全市的意思を確認する時間がありませんで した。小杉町

と比べて射水市では充分な議論がされたとはとても思えません。

射水 市 で は市民 の意 見 を聴 くパ ブ リ ック コメ ン トはあ りま した 。

しか し、パ ブ リ ック コメ ン トは取 って も市民 の意見 は条 例 に反映 さ

れていません。また射水市では条例検討のための委員会の経過等は

協議会や幹事会の会議も含め一切公開されてはいないのです。条例

の検討に子どもが委員と して入つた事もありません。更に議会で議

員が出した「射水市子ども条例」に対する改善意見、市民団体の提

出した要 望書な ども 顧み られる こ とはあ りません で した。

このように見て行くと射水市の条例は子どもの参加など大切

子 ど もの権 利条 約 第 93号・ 2008 年 9 月 15 日号
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素をそぎ落 とされています。明 らかに小杉の条例 と比べて「後退」

してい るとい えない で しょ うか 。

図表1

＜「射水市子ども条例」制定の問題＞

私は射水市の条例制定過程から考えて、今後権利アレルギーのあ

る自治体で は条例 を制定 する とき は、条 例 に対 してあか らさ まに反

対意見を出さずに既に存在する他の自治体の権利条例の雛型をまね

し、形だけは公募など民意を整え、実態は市民に検討させる時間を

与えず、短期間だけ広報して拙速に条例を作 り、中身を骨抜きにす

るよ うな方式 も起 きる かも しれな いと危憤 してい ます。

この場合、形式的に形が整い、情報が出ているよ うで必要な情報

がなく、地域に問題意識が広がりません。市民と しては反論が難し

くな ります 。 こう した 一射水 スタイ ルー が広 がる可 能性 を射水 市で

●

■の経験か ら私は懸念 します。

＜ おわ りに、小杉町の思いを射水市に生かすには＞

小杉町の条例は、子どもが主人公でした。述べたように子どもが

公募で制定に関わり、子どもの意見が取 り入れられています。射水

市の条例の場合は、一年間で拙速 に作 ったため子どもの意見が取り

入れ られていません。北陸中日新聞記事でも「主人公不在」 と善か

れて いた くらい です 。 アン ケー トを 一部 の子 どもか ら取 る だけ で、

結果と して子 どもは議論に参加 していません。子ども条例の意義、

子どもの意見表明権を考えても、当事者不在は極めて問5譲ではない

でしょうか。条例の素案発表以後、私は直接 「残念」という子ども

の声 も聞き ま した。

それでも射水市の条例が小杉町から後退 しても、射水市全域に条

例が広がったのは事実です。旧小杉町で「小杉町子どもの権利に関

する条例」作 りにかかわ った子どもや大人は多いのです。実際、射

水市の市民を中心にして、来年度全国的な集まり「子どもの権利条

約 フ ォーラム」 が 富山で 開催 され る予定 です 。 この フ ォーラ ム活動

に子どもの声を反映させること、子ども参加を中心に した活動が広

がることが、やがて射水市に合 うよ り良い「射水市子ども条例」が

子 ども参 加で でき る契機 にな るので はな いで しょうか。希 望 はある

のです。

子どもに対する暴力をな くすための取 り組み

一 国際 N G O の活動－

2008年9月6日（土）子 どもの権利集約総合研究所 定例研究会報告よ り

田 沢

■国際動向

2 0 0 6 年秋の国連総会で報告された国連事務総長「子どもに対

する暴力、調査・研究」 は、子どもに対する暴力が、すべての国や

社会 的集 団の中 で起 こ つて いる ことを 明 らかに した。 この調査・ 研

究は、「子どもの権利委員会」の要請により2 0 0 3 年より開始され

たものである。家庭や学校での体罰をはじめ、子ども搾取の問題な

どを扱っている。本報告がなされた同2 0 0 6 年、「子どもの権利委

員会」は、子どもの権利条約 19 条 （暴力か らの保護）を根拠に、

子どもに対する暴力的および屈辱的な罰を撤廃するよう、国際社会

に求めた。（一般的意見 ：第8 号「体罰、その他残虐な、または品

位を傷つける形態の罰からの保護される子どもの権利」）。その後、

2 0 0 7 年秋の国連総会では、「子どもに対する暴力、調査・研究」

で勧 告され た 1 2 の事項 を着実 に達 成 してゆ くため 、国連 内で リー

ド役となる機関の設置が討議された。結果、国連事務総長直下に

ぱ
別代表」の設置が決議された。特別代表の設置は、国連の歴史

子 どもの権 利条 約 第 9 3号・ 2 008 年 9 月 15 日号

茂之 （〔社〕セーブ・ザ・チルドレン・ジャノひ 子どもの権利推進部）

で過去 1 回しかない極めて異例な決定であり、子どもに対する暴力

をなくす国際的な取り組みがタロ何に重要視されているかがうかがえ

る。

■国際N G O の活動

子どもに対する暴力 と対峠する活動を展開する国際 N G O の取り

組みとして、弊会の活動を紹介する。セーブ・ザ・チル ドレン・ジャ

パンは、他セー ブ・ ザ・ チル ドレン・ メンバーと共 に、子 どもに対す

る暴力禁止運動を推進している。活動は、国際人権法の諸原則 に従い、

N o 什g O V e「n m e n ta 1 0「g a n iz a tio n のメ リッ トを最大 限 に生 か し、

国境 という枠を超えている。その活動は、各事業地における草の根

レベルの地道な子ども支援から、匡l、あるいは世界 レベルでの子ど

もの権利を擁護するア ドポカシー活動をも含む。国連事務総長 「子

どもに対する暴力、調査・研究」では、他国際 N G O と共にN G O ア

ドバイザ リーバネル （グループ）を形成 し、調査・研究を側面支援

条件

対 比
条例 検 討 期 間

アンケ
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会議

回数

子ども
住民参
加

検討委
月の公
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パ ブ リ ック
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小 杉 22粂 H ll．12・－15．3 有 100 回 有 ’ 有 無 H 15．3

射 水 12条 H 18．6～ 19．6 有 9 回 無 有 有 H 19．6

条約の成りたち 廃止 時期

町 長 の公約 H 17．11

合併協議会の約束 継 続



した 。ジ ュネー ブとニ ュー ヨー クにあ るセ ーブ ・ザ ・チル ドレン事

務所が、国連諸機関（人権高等弁務官事務所、国連児童基金、世界

保健機構など）と調整を行う中、多くの国で、子ども参加の推進、

啓発用子どもパンフレットの出版、子どもの声を含む調査データの

収集、政府への働きがけ、セミナーなどによる啓発活動など、これ

までに実施 してきた。現場での地道な支援活動と、世界 レベルでの

アドポカ シー活動 を相乗 され る ことで 、双方 向への イ ンパ ク ト（変

化） を与 え る ことを意 図 して いる 。

■権利救済のための直接支援

学校教育支援を実施 しているネパールでの活動を例に、子どもに

対する暴力をなくす取 り込みを紹介する。事業全体の目的は、事業

地内にいるすべての子どもが質の高い初等教育を受けられるように

することにある。子どもの権利条約2 8 条 一教育を受ける権利を保

障する活動である。活動メニューとして、①公立小学校の運営を改

善すること （診初等教育へのアクセスを確保すること（児童労働か

らの解放） ③学校環境を改善すること ④学校内での暴力（体罰、

いや が らせ ）を無 くす こと －これ らの活動 を実 施 してい る。支 援活

動メ ニ ュー（むと④ に見 られる よ うに、子 どもの 教育 権を保 障す る活

動は、子どもに対する暴力をなくす取り組みでもある。教育を受け

る権利 と暴 力か ら護 られ る権 利は 、日常の 生活 のひ と コマひ とコマ

を分けて考えられないように、人権の原則で言えば、権利の相補荒

性があると言える。家の手伝いや農業を手伝うため学校へ通わせる

ことができないという親 （保護者）の都合は、子どもに対する暴力

の一形態とみなされる。この問題を解決するため、子どもの権利に

関する啓発活動を地道に行い、親（保護者）の意識改革を進めてい

る。権利に基づく啓発活動が効果を見せ、支援地での就学率が上昇

して きてい る。一方 、 ドロ ップア ウ トの数 が減 少 しない ため 、小学

校を卒業できる子どもの数が微増に留まっている。この問題を効果

的に解決するため、問題の根源を最もよく知る子どもたちに対 して

ヒヤリングを実施 した。結果として、学校内での体罰が横行してい

ること、嫌 が らせ があ る ことが 最大 の 問題 であ る こ とが判 明 した。

支援事業への子ども参カロを確保することで効果的な対応が可能とな

宇屠包㊥

った良き事例であるが、先生に対 しては、非暴力でポジティブな教

授が子どもたちに提供されるよう徹底 した研修を実施 している。ま

た、地元行政、及び中央政府に対 しては、公立学校への行政指導や

法律 1 によ り体 罰 を禁止 する よ う要請 してい る。

■権利基盤型アプローチの実践

ネパールでの学校教育支援、子どもに対する暴力をな くすための

取り組 み で外観 した よ うに、 セー ブ・ ザ・ チ ル ドレン による 子 ども

支援の特徴は、権利基盤型アプローチを採用 していることにある。

その特徴は、①国際人権法の目的や諸原則に準拠 した活動であるこ

と（診義務履行者への働きがけと、キャパシティーを強化すること

（ さ権利保有者である子どもの参加を確保 し、工ンパワメン トするこ

と。前提として、事業実施に先立っては、子どもの権利に基づ く十

分な調査・分析を行うことを必須としている。さらに、支援事業を

通じて 得た知 見 を活用 し、コ ミュニ テ ィー 、国 、あ るい は、世界 レ

ベルでのア ドポカシーと啓発活動を展開する。

■報告のまとめ

国際社会は、子どもに対する暴力をな くす取り組みを加速させてい

る。近年、多くの国が家庭を含めすべての社会的集団で体罰を禁止

する法の制定 （改正）に踏み切 った。2 0 0 8 年8 月現在、2 4 の国

が体罰を全面禁止 し、子どもの人としての尊厳を確保するという人

権原則、法の下の平等 を保障するに至 つた。今後数年内に、2 3 の

国が法律改正に踏み切るとされている。こうした国際的な動きがあ

る中、日本も真剣に家庭内での体罰を法的に禁止すべきかどうか、

議論 をする 時期 に来て いる 。セー ブ・ ザ・ チル ドレン・ ジ ャパ ンで

は、家庭を含む、社会のあ らゆる場面 （学校、施設、コミュニティ

ーなど）から、子どもに対する暴力をなくすため、関係団体とのネ

ットワークを形成 し、予防・啓発、政策提言を実施する。

ホームページ http ：／／W W W ．S a V e C h ild「e n ．0「．jp／in d e x．h tm l

1 2 0 0 5 年、ネパール最高裁 は、養育上子どもに対する体罰は、遺棄で

あることを示 している。

朝畠飽畠田 犀
7 月3 日、12 日の両 日 、私 達 の社 会 に この 条 約 が根 付 い て欲 しい とい う願 い をこ め て 「子 ど もの権 利 条 約 ネ ッ トワ ー ク」 は基 礎

講座 を開催 しま した 。延 べ3 6名 の 参加 者 と とも に 、子 ど もの権 利 条 約 へ の理 解 を深 め 、改 め て そ の必 要 性 を考 える こ とが で き ま

した。 参加 者 の 方 2 名 に感 想 を寄 せ て い た だ け ま した の で 、 ご紹介 します。

亀7 月1 2 日に開かれた、荒巻先生の「子どもの権利条約基礎講座」

に参加 しま した。参加者は 1 0 人ほどで、学校の授業から興味を持

った高校生、授業を受けるにあた って勉強 しようと思い参加 した大

学生、N G O の方等、バックボーンは様々で した。私は、子育て中の

主婦で、主婦以外の仕事は していません。専業主婦の参加者は、私

1人だけでしたが、子どもの権利条約の条項は、子育てのヒン トが

沢山隠されているように思います。子育て真っ最中のお母さんの参

カロが も っと増え れ ば、とて も いい形 で条約 が広 が ってい くので はな

いか と思い ま した。

授 業は 、それ ぞれ が知 りた い ことに答 えて ゆ く形 で進 行 してゆ き

ました。私は、子育ての中で、「子どもの権利条約」の基本理念の

ようなものを、どのように組み込んでいった らいいのかを学び

子 どもの権利条約 第 93 号・ 20 08年 9 月 15 日号
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て参加 しま した。けれども、私は「子どもの権利条約」が、特に特

別なもの だ とは思 ってい ません 。む しろ当 た り前 す ぎる く らい 当た

り前のことなのに、基本的な環境が恵まれているこの国で、未だに

この条約の 「意見表明権」等に疑念や反感を抱く人間がいると知 っ

た とき は新 鮮 に驚き ま した。子 ども と関わ って い く中で、 子 どもの

意見 を聞 くと い うことは 、基本 の基で す。 子 どもの意 見を全 く聞 か

な いで、 ど うや って 関わ ってい くのか 、む しろ教 えて 欲 しい くらい

です。私は、小さい頃から、意見を言葉で言えないとやっていけな

い環境で育ちました。荒巻先生のお話の中で、「運動会の日程まで、

みんなが納得できるまで話 し合う学校」が出てきま したが、私の通

つて いた学 校で も、そ んな こ とは当た り前 で した 。あ んま り意見 を

求 め られ ると、帰 りが 遅 くな って見た いテ レビが見 られな くなる の

で 、も う先 生決 めて くださ い ！とい う感 じで した 。運動 会の プ ログ

ラムの順番も、練習日程も、全部私たちが決めました。校則も私た

ちが決めます。だから、破ったときの全校集会での糾弾がすごくて

（会の進行ももちろん私たちです）、うっか り買い食いが見つかった

とき は、眉宇易 と しなが ら参加 しま した 。生徒 たち で決め て ゆ く学校

で育 った者 と して言わ せて も らうと、 それ はとて も面倒 くさい面 も

含ん でい ます。 でも 、自分 たちで と ことん話 し合 って決 めた こ とだ

か ら、結果 が どうでも 納得す る ことが でき ま した 。そ して悪 い結果

も好転 させる ことがで きま した 。

子どもは、ただ単に「小さ くて弱い者」ではない し、「未来の大

人」でもない。子 どもは、ただ、子どもです。それ以上でも、以下

で もあ りません 。子 どもを守 り、成 長 させて ゆ くため に基本 的な こ

とが書かれ てい る条約 が、 も っと自弁蕉に私た ちの生 活 に入 り込 ん で

くれ ば、日本 も世 界も もっと豊 かになる と思い ます。

（山口真理子）

亀私が今回の基礎講座を知ったのは、たまたま母がもらってきたパ

ンフ レッ トが き っかけで した 。私 の通 って いる高 校 では 、2 年 生の

ときに自分でテーマを決め 1 年間研究 し、論文を書いていく個人課

題研究というものがあ ります。私は F発展途上国の子どもの権利条

約J をテーマと して研究をすすめているので、権利条約を基礎から

先］る ことがで きる よい機 会だ と思 い この 講座 に参 加 しま した。 参

加してみると私が予想 していた以上に権利条約は奥が深 くて考えさ

せられ るこ とがた くさん あ りま した。実 際 に条約 文を詳 しく書売ん だ

ことは初めてだ ったので「生命・生存・発達への権利 （第6 条）」や

「経済的搾取・ 有害労働からの保護 （第3 2 条）」な ど、私たちの日

常生 活で は当 た りまえの よ うに考え られ てい る ことで さえ条約 に含

まれていることに、改めて発展途上国の子 どもたちがおかれている

現実に直面 しました。また、いちばん守 られなければな らない子ど

もた ち に対 しての フ ォロー が逆 に後 回 しにな って しま っている こ と

にシ ョックを受 け ま した。 さ らに、 それ は子 どもた ち に対 して の大

人の勝手な偏見であ ったり責任転嫁であったりすることが理由とな

つてい る こと を知 り、 まだ条 約 が適 用さ れて い る 1 7 歳 の私 に と っ

てとて も悲 しいこ とで した。

私が講演を聞き最終的に感 じたことは、子ども自身が子どもの権

利条約 の存 在 をも っと知る必 要が ある とい う ことです 。 日本 で は学

校で 「命は大切である。」 と教え られています。 しか し、講座でも

おっ しや つてい たよ うに私た ちが 「命 の権 利 を も って い る。」 とい

うことを教 えて も らった記憶 はほ とん どあ りません 。 また 、大人 の

方でも子どもの権利条約について内容まで知っている方はごくわず

かにしかすぎないと思います。そういった結果、情報社会に生きて

いる現在の日本の子どもたちでさえ自分たちが生まれなが らに持 っ

ている権利を知 りません。そのために、川崎市のように学校や地域

などの行政が権利条約の普及をもっと全国的に進めていき、子ども

たち にも っと権利 条約 を理解 して も らう必要 性 を感 じま した 。私 は

今まで 発展 途上国 を中心 に条 約を と らえて きま した。 しか し、まず

は日本 か ら権 利条 約 を見 直 し、普 及 してい くこ とで他 国に影 響を与

える ことができ ると思 います。

これからの世の中が子どもの権利条約によ って、子ども同士だけ

でなく子どもと大人が信頼 し互いの立場を尊重しあえるような関係

にな って い って ほ しい と強 く感 じま した 。

（根本亜荊沙）
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＜ 清 集 後 苦己＞

先 日 、子 どもの ま ち 「ミニ い けぶ くろ」 の 議員 合宿 に参 カロした 。合 宿参 カロ者 は 中学

1 年生～高校2 年生の3 名とサポーターの大学生2 名、世話役のおとな2 名。ウノ大会、

B B Q 、風呂タイムのあとは、またウノ大会と、いわゆる 一親睦を深める”合宿なのだ

なあ… と思 いき や 、夜の 9 時か ら真 剣 な ミー テ ィン グが は じま った 。議 題 は 「前 回の

ミニ い けの 反省 と来年 、 工夫 す る こと」。 一子 どもが 自治す る ■ とい う こと につ い て、

「 お とな に誉 め られる よ り、市 民の 子 ども に と って 良 い ことを した い」「お え らい さん

（ 区長 と教育長）の最初の挨拶は （本当はなくてもいいんだけど…）、もっと ●子ども

のま ち■の こ とを話 して も らうため に、 こち らか ら伝 え る努力 を しよ う」「関 わ ってい

るお とな の人 たち の気 持 ちは とて もあ りがた い。 でも 、お とな が決 め て しま った こと

を、 や らされ るの は嫌 だ か ら、決 める 前 に相談 してほ しい 」な ど 、彼 らは 本音 を語 り

合った。この会議は、「子どものまち」 という －あそび場【 を企画 しているだけではな

い。「みんながハッピーになるために、自分たちに何ができるのかを、考えていきたい」

という子どもたちの思い、それこそが社会参画だと感 じた。

札幌市で行われた「こども環境サミ ッ ト」は、単に “子どもにとってのイベン ド

ではない。環境問題 に取り組んだサミッ トである。私たちの環境を、社会を、改善 し

てい こ うとする主体 性 や責任感 は 、子 どもか ら触発 され る ことが多 い。（N ． K ）
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